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■はじめに：ポストコロナを見据えて
　新型コロナ禍では，人との接触の機会を減らすことで，
感染リスクを抑えることが有効であり，多くの会社でテレ
ワークの導入が進んでいます。
　一方，少子高齢化により，労働力人口の減少が懸念され
る状況です。
　かかる状況下では，優秀な人材の確保が困難ということ
もあり，優秀な社員が会社から離職することなく，継続し
て勤務してもらうことが重要といえます。
　そして，社員の会社への帰属意識を醸成するには，社員
の勤務環境を改善し，子育て支援等の様々な事情に会社が
適切に対応することが有効です。
　そこで，テレワークの勤務を選択可能とし，社員にとっ
て働きやすい職場環境の実現を図ることが大切です。
　ポストコロナにおいても，テレワークの導入・促進は継
続的に行われることが考えられます。
　そこで，本稿では，テレワークでの適切な労務管理を図
る上で，大切な労働時間・安全衛生・人事評価・コミュニ
ケーションについて解説します。
　テレワークを推進する上で，少しでもご参考になれば嬉
しく思います。
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